
開示、訂正及び利用停止請求の方法

開示請求書

（訂正請求書）

（利用停止請求書）

【来所又は郵送】

開示請求書等に必要事項を記載して、各機関の個人情報保

護窓口に提出するか、郵便又は信書便により送付してくださ

。（ 、 「 」い 送付される場合は 封筒の表面に 開示請求書等在中

と明記してください ）。

開示請求を行うには、３００円の手数料が必要です。

開示請求書に収入印紙を貼って納付していただきますが、

各森林管理局に対して開示請求をされる場合には、指定の納

付書（各森林管理局で入手できます ）により金融機関に納。

付していただくか又は現金を納付してください。

受付窓口

※開示請求等には、本人であることを確認できる書類（運転免

許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書等）を提示

又は提出してください。

開示・不開示の審査

（訂正・不訂正の審査）

（利用停止・不利用停止の審査）

開示決定等の通知、開示の実施

（ 、 ）訂正決定等の通知 訂正の実施

（利用停止決定等の通知、利用

停止の実施）


